
一般社団法人 わざわ座 
	

	

正会員募集のご案内	
	

「わざわ座」は、良質な生活道具の提供を通して職人の手仕事の再構築・普及啓発を行うことを目的に

2014年4月に結成されました。大工などの職人に加えデザイナーや工務店が参加し、デザインやノウハウ、

情報、販路等を共有する「場」＝プラットフォームを目指しています。	

		 デザイナーには小泉誠氏（Koizumi	Studio）と伊礼智氏（伊礼智設計室）が参加し、新作家具と住宅設

備をデザイン。相羽建設㈱（東京都東村山市、相羽健太郎社長）をふくめ7社の地域工務店と小泉氏・伊礼

氏、㈱新建新聞社で準備委員会を編成し、家具の試作・改善、家づくりにおける家具の提案に取り組むとと

もに、2015年3月より全国70以上の地域工務店が活動に参加し、各地で取り組みを進めています。	

第一弾プロジェクト「大工の手」は、デザイナーが設計した家具等の図面を参加工務店に提供。家を建て

た大工が図面を元に家の端材や古材、誠実な素材を使って制作。工務店がその家のオーナー（施主）に販売

するしくみです。	

わざわ座	正会員【法人サポーター[座衆(ざしゅう)]・賛助会員[寄人(よりゅうど)]】を募集しています。

ぜひ、皆様の参画により力強い活動・運動の推進ができますよう、一座へのご入会をお待ちしております。	

	

	 ・正会員入会申込後に事務局による審査がございます。審査通過後、基本契約書を締結いただきます。	

・審査内容に対する異議申し立てをお受けすることはできません。	

	

一般社団法人わざわ座	 事務局	

	

	

■（一社）わざわ座の事業内容	

(1) 木造住宅・木造建築・家具・生活道具、手仕事に関する調査研究、情報提供	
(2) 家具・生活道具、建具、設備等の開発・販売	
(3) デザイナー、職人、生活道具、工務店、家具店等のマッチング	
(4) 家具・生活道具・建具・設備等の設計図面及び著作権の管理、管理票（タグ）の発行と管理	
(5) 手仕事の復権に向けた普及啓発、メディアの発刊・運営、イベントの開催	
(6) 前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業	

	

お問合せ先：	 一般社団法人わざわ座	事務局	

〒189-0014	 東京都東村山市本町2-22-11	

Tel.042-395-4181	 FAX.042-393-9838	

E-mail：info@wazawaza.or.jp	 	 www.wazawaza.or.jp	



一般社団法人 わざわ座 

わざわ座	正会員		入会申込書	

	

一般社団法人わざわ座	

代表理事	 小泉	誠	殿	

（一社）わざわ座の趣旨に賛同し、正会員	入会の申込みをします。	

	

申込書送付先	 わざわ座	事務局行き	 ……	 Fax.042-393-9838		E-mail.	info@wazawaza.or.jp	

名	 	 称	

（会社名・団体名）	 	  

	

所	 在	 地	

	

	〒	

代表者氏名	 （役職）	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印	

連絡担当者	

	

	

（所属）	

（役職）	

（氏名）	

Ｔ	 Ｅ	 Ｌ	 	

Ｆ	 Ａ	 Ｘ	 	

Ｅ−ｍａｉｌ	 	

従	業	員	数	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 人（うちパートスタッフ	 	 	 	 	 人含む）	

年間	売上高	 （新	 	 	 築）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 千円	

（リフォーム）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 千円	

年	間	棟	数	 （新	 	 	 築）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 棟	

（リフォーム）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 棟	

自社加工場	 	 □あ	 り	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 □な	 し	

大	 	 	 工	 	 □自社大工（	 	 	 組／	 	 人）	 	 	 □手間請け（	 	 	 組／	 	 人）	

建築時造作	 	 □置き家具（椅子や机など）	 □置き家具（キャビネットや棚などの収納家具）	

	 □造作キッチン	 □造作建具	 □浴室	 	 □その他（	 	 	 	 	 ）	 □対応なし	

主な加工設備	 	

	

	

会員種別	

（種別にチェックを	

	 お願いします）	

正会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 □法人サポーター［座衆(ざしゅう)］	

	 	 ……当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人	

□賛	 助	 会	 員［寄人(よりゅうど)］	 	 	 	

	 ……	 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人	

※住宅事業者（工務店、設計事務所、メーカー）の皆様の正会員入会にあたっては	 	  

	 入会費が必要となります。詳細は事務局までお問合せください	

	


